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ストックオプション（新株予約権）の発行条件に関するお知らせ 

 

当社は、平成１７年７月１１日開催の取締役会において、平成１７年６月２７日開催の

第６期定時株主総会で承認可決されました商法第２８０条ノ２０及び第２８０条ノ２１の

規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容につき

まして決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 新株予約権の発行日                

平成１７年７月１２日 
２． 新株予約権の発行数                

１８５個 
３． 新株予約権の発行価額 
    無償とする 

４． 新株予約権の目的となる株式の種類及び数      
当社普通株式 ５５５株  （新株予約権１個当たりの目的となる株式数３株） 

５．  新株予約権の行使に際しての払込価額        
１３３，３３４円 

６．  新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 
     ７４，０００，３７０円 
７． 新株予約権の行使により株券発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額 

３７，０００，１８５円 （1株につき６６，６６７円） 
８．  新株予約権の割当対象者 
     当社並びに当社子会社の取締役・監査役・従業員・顧問及び社外コンサルタン       
     ト（合計２１名） 
９．  新株予約権の行使期間 
     平成１９年７月１日から平成２７年６月２７日まで 

 

【ご参考】 

（１）定時株主総会付議のための取締役会決議    平成１７年５月２６日 

（２）定時株主総会決議日             平成１７年６月２７日 

以上 
 


